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I はじめに

本論で言うナイジエリアの地域問題とは，これ

まで部族問題と呼ばれてきたものと，多くの点で

重なりあう。しかし筆者があえて地域問題とした

のは，ナイジエリアの特殊性を考慮に入れてのこ

とである。すなわち，（イ）ナイジエリアでは，部族

問題は地域問題としてたちあらわれることが多

く，（ロ）部族と国家との聞に，地域という中間項を

おくことによって，ナイジエリアの政治・経済構

造の特質ならびに部族問題の理解が容易になると

考えるからである。

ここで言う地域問題とは，第一義的には北部ナ

イジエリアと南部ナイジエリアとの聞でくりひろ

げられる，政治的・経済的確執と，それによって

生じる諸問題であり，いま少し詳細にみれば，南

部はさらに西部と東部にわけられ，北部，西部，

東部といった3地域借り問でみられる政治的・経

済的諸問題である（第1図）。

具体的には，地方交付金の配分をめぐる問題，

各地域の連邦政府からの独立性の問題，経済開発

資金をめぐる問題，政治的ヘゲモニーをめぐる問

題，地域間不均衡発展の問題等々である。このよ
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うな地域問題は，程度の差こそあれ，アフリカ諸

国ι共通してみられる問題である。しかしナイジ

エリアで，この問題が特に重要であることは， 19

67年に起きたピアフラ独立宣言惜2）とそれにつづ

く内戦（1970年まで）が証明している。さらに，こ

のような地域問題が，現在もナイジエリアの政治

の中で重要な要素となっていることは， 1979年の

総選挙（注目が証明した。ナイジエリアが今日直面

してU、る地域問題については，稿を改めて分析を

試みるが，本稿で明らかにしようとしている地域

問題の起源といったテーマは，ナイジエリアにと

ってきわめて今日的課題であると言える。

このような地域問題の起源をたどる時に，きま

って引用されるのが， 1953年に当時のソコトのス

ルタン（Sultanof Sokoto ; Saruda山田）が，新しし、

連邦議会の地域別議員定数を審議していた席で述

べた言葉である。彼は「1914年の（南・北保護領合

併の一一筆者）失敗が，今ここに露呈したj と述べ

た他4)。この発言に先立つ1950年には，マクファ

ーゾン（Macpherson）憲法草案作成に臨んで，北部

のザリアとカチナのエミール（Emirof Zaria, Emir 

of Katsina）は，「中央議会で，北部ナイジエリアに

過半数の議席が割りあてられない限り， 1914年以

前のように，ナイジエリアの他の地域との分離を

要求するj と述べている惟5＼不幸にも言葉上の

争いに終わらず，実際に分離独立に踏み切って戦

争になったピアフラ戦争（BiafraWar）の場合も，

その原因をたどれば1914年に帰着せざるを得な

『アジア経済』 XX Il-5 (1981. 5) 



ナイジヱリアの地以問題の史的起源

第 11罰 主な地名，音~族名（下線をヲIv、たものは部族名，地域名）

（.－－～〈』」＼ λ；＼
／ノ ＿，I- ＼，＿，..－－.／へ＇－－－... . _J .，，，－－／－ー＼＼〆、'¥ 

ー旬、．』 、， 、

( u 
} ヲラ二／ハ内叶 0 fJ / """' 

ノ

＼ 
.) 
s 
_..} 

γ］ ＿，..，、
i l Ofロリ／

グf〆 t す寸＇・－ -ーー回早田ーーJ ’《 司‘・、，r、
、－， ' "J  ／ ヤf ~of J_y_ イアヒラ

。｛パダ／ ーーーー
。ァ r、、すクタ ι 

γ アパト 0 ． 商百I,
I O 1 .., ,. 7 －ーーーーー【

「 I・ o エ アパ

ー～ム~二
，、 9・ 7 iJ ラ ：：，・7..

。ザリア

。ウトナ

北部

い。つまり， ナイジエリアの地域問題の根元的原

ナイジエリアの形成史にまで因を探るとすれば，

さかのぼる必要がでてくるということである。ナ

イジエリアの誕生と， それに続く揺らん期に，今

日の地域問題の「穏子」がいくつかすでに播かれ

ていたと言える。本論文で，イギリスによる西ア

フリカ探検の初期から，南・北二つの保護領が合

併し今日のナイジエリアの原形ができあがった19

14年までをとりあげるのはこのためである。

なお，本論文では大きくわけでごっの過程を取

あげている。一つは，現在のナイジエリアの領域

確定の過程であり，もう一つは，植民地や保護領

としての領域が決められた後の，イギリスの植民

地支配確立の過程である。そして， この二つの過
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程をとおして，ナイジエリアの領域を決定しこれ

を支配したイギリスの，特に行政官に焦点をあわ

せ，彼らの中にあったナイジエリアの地域問題の

源泉といったものを検討する。彼らの中にあった

地域問題の源泉とは，本文の中で「北部好み」 と

か「北部重視Jとか述べているものである。そし

てこれは今日のナイジエリアの地域問題の中に，

無視できない影を落していると思われるものであ

る。

（注 1) この 3地域は， 1939年から63年までの問，

行政地域区分上の単依であった。

（注 2) ゆるやかな連邦制を主張した東部ナイジエ

リアの軍政長官オジュク（Ojukwu）が，それを認めな

L、連邦政府側I（北部と西部側〉と対立し， 1967年 5月

30日「ピアフラ共和国」独立宣言を行なうにいたり，
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全日百戦争に d失入 Lf。
O:t 3) 1979年6月から 8JJにかけて行なわれた総

選挙の結果，北部出身のシャガリ（Alhaji Shehu 

Shagari）が大統領に選ばれた。この選挙でも，地域総

くるみ（部族総ぐるみ〕といった投票結果がみられた。

19州のうち16州で，最高得票者の得票率が50%を越え

ていた。最高得票者の得票率が70%を越えていた州の

数は10，同80%を超えていた州は六つもあった。

〈注 4) Kirk-Green, A. H.乱1.,Lugard and the 

Amalgamation of Nigeria; a Document Record, 

London, Frank Cass, 1968, p. 2. 

（注5〕 Forsyth,Frederick, The lvfaking of an 

African Legend: The Kiafra Sto1ッ， Penguin

Book, London, 1977, p. 21. 

II ナイジエリアの領域確定に至る過程

現在のナイジエリアの領域確定過程は，ニジェ

－；レJiI位 I）とベヌエ川の存在を抜きにして考える

ことはできない。それは，ヨ｝ロッパ人によるニ

ゾエーyレ川河口発見を抜きにして考えることがで

きないことも意味している。ヨーロッパ人にとっ

てのニゾエール川河口発見（1830年〉と，それに続

くイギリスによるニジエール川の戦略上の独占的

利用が，現在のナイジエリアの領域の大枠を決定

するうえで決定的に重要であった。この意味で，

ナイジエリアの誕生を考える場合，われわれは，

ニジエール川の河口発見から話を始めなくてはな

らない。

1. ニジエール川の流路の誌から河口の発見

まで

(1) ニジエール川の流路の謎

18世紀後半に本格的にはじまった，丙アフリカ

内陸部探検の主目的は，伝説の都市ジェンネ

(Jenne），ティンプクトウ（Timbuctu），ガオ（Gao）に

到達することと，それらの町のそばを流れるニジ

エール川の流路の謎を解くことにあった(It2）。
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ティンブクトゥやガオの町の名は，サハラ砂漠

縦断交易によって北アフリカに広く知られてお

り，この名は，アラビア人をとおしてヨーロッパ人

にも知られていた。一方のニジエーノレ川の謎の起

源は，紀元前5世紀に著わされたへロドトスの本

までさかのぼることができる。彼は，エテアノレコ

ス（Etearchus）が，ナサモン人（Nasamonian）から聞

いた話として，次のような話を書き残している。

人が住んでいるリビアの海岸地方から，人が住ん

でいない野獣の国に至り，そこから西方にむかい，

広い砂漠を何日間もかかって渡った後，やっと木

々が生い茂る平地に到達した。そとでの話として

次のように書いている。 「（ナサモン人が一一著者）

駈け寄って樹上に生っている果実をとろうと手を

ふれたとき，人並より背の低い小人の一団が襲っ

てきて彼らを捕えて連れ去った…・・J。 彼らに連

れられてとある部落に着くと「この部落に住む者

たちはいずれもナサモン人を連行した一行と同じ

背丈で黒かったとU、う。この部落の傍に大河があ

り，西から東へ向って流れていたが，その河中に

は鰐の姿が見えた……J（並3）。

砂漠のむこうに大河が流れており，それがナイ

ル川の上流らしいというへロドトスの話は， 17世

紀になって，この本がヨーロッパの言語に翻訳さ

れるや，西アフリカの内陸部探検を夢みる人々の

心に，大きな宿題を与えることになった。

ある人は，サハラ砂漠の南に流れる大河を，ナ

イル川の上流部と考え，ある人は，現在のチャド

湖付近で湖に注ぐものと考え，またある人は，現

在のガンピア川あるいはセネガル川，リオ・グラ

ンデ川の上流部であると考えた。そしていま一つ

は，プトレミーや，後に実際にニジエール川の探

検に行ったマンゴ・パーク（MungoPark）によっ

て説かれた，ニジエール川，コンゴ川同一説があ



った（注4）。各国の探検協会や，探挨家のロマンを

かきたてたニジエール川の謎は，つまるところそ

の河口の所在をつきとめることに集中した。

(2) ユジ t ール川探検と河口発見

1788年6月9日，ロンドンのベルメノレ（PallMall) 

の横町にあったセント・アルパンス・タパーン（St.

Alban’S Tavern）に集まったサタディズ・クラブの

会員たちは，彼らのクラブを，アフリカ内陸部へ

の探検を促進する協会に改組することを決定し

た。アフリカ協会（AfricanAssociation）の誕生であ

る。この会員の多くは地主であった。また発起人

12人のうち 6人は，英国学士院（RoyalSociety）の

会員であった悦5¥

この協会では，商アフリカ内陸部を流れる謎の

大河に接近するには，サハラ砂漠を縦断して南下

する方が有利だと判断していた。この考えにもと

づいて， 1788年にレッドヤード（JohnLedyard）が

カイロに派遣され，ノレーカス（Lucas）がトリポリ

に派遣された。しかしこの両方とも失敗して方針

は変更され，商アフリカの西海岸から緩近する計

画が次に立てられた。 1791年に，ホ一トン（Hough-

ton）がガンピア川を糊って内陸部にむかったが殺

害され， 1794年にワット（Watt）とウインターボト

ム（Winterbottom）がシェラレオーネから内陸部へ

むかったが，彼も16日間旅行しただけで引きかえ

さざるを得なかった。

このような失敗のあとで1796年，当時25歳のマ

ンゴ・パークが，ニジエール川到逮に成功した。

彼は，ニジェ －｝レ川をセグ（Segu）からパマコ

(Bamako）まで湖ることに成功した。ニジエール

川の流路を確認するため，彼は1805年再びニヅエ

ール川探検に出かけた。 2度目のこの時は，総額

回ωポンドの支出を認められた大探検献であっ

た。しかしこの時に彼は，現在のナイジヱリア領

十イジエリアの地域問題の史的起源

内のブッサ（Bus闇）付近まで川を下ったところで

殺され， この探検隊は，悲惨な結末をむかえた

f注6)

19世紀に入ると，探検隊の規模が大きくなって

きた。またイギリスが，西アフリカ内陸部の権益

をめぐってフランスと直接対l持するようになっ

て，探検隊はアフリカ協会にかわって，政府や，

1830年に設立された王立地理学協会（Royal G静

graphical Society) C注7〕から資金援助を受けること

が多くなった。

ノミーク隊の悲惨な結末によって，西アフリカ内

陸部探検隊は再び，サハラ砂漠越えルートを選ぶ

ことになった。現在のリピアのトリポリのパーシ

ヤ（Pashaof Tripoli）から，現在のナイジエリアの

ボルヌのスルタン（Sultanof Bornu）宛ての紹介状

を書いてもらい，クラッパトン（H.Clarperton）隊

は， 1821年にムルズク（Murzuk）を出発した。 ク

ラッパ卜ンはソコトのスルタンからイギリス国王

宛ての親書を受け取り， トリポリ経由で，1825年，

イギリスに帰ってきた。西アフリカの沿岸部の町

ウィダ（Whydah）からソコトを再訪するようスル

タンから勧められたクラッパトンは，今度は海岸

部からソコトにむかった。しかし，この時は，ソ

コトとボルヌが交戦中であり，クラッパトンは，

スパイされることを怖れたスルタンにソコトで足

どめされ失意のうちに死亡してしまった。彼をそ

の地に埋葬し，イギリスに生還したランダー（John

Lander）は，彼の兄（RichardLander）とともに，

1830年に再び沿岸部から内陸部へ向った。そして

3カ月あまりで，バググリ（Badagry）海岸からニ

ジエール川に到着し， 1830年9月30日に，カヌー

2離で，ニジエール下りを開始した。 10月25日に

は，ニジェーノレ川とベヌヱ川との合流地点に到着

し，その地点からさらに 1カ月間南下して，ニジェ

ラ



ーノレ川の河口の町ブラス（Brass）に到着した惟8）。

流れ着いた河口は，それまで奴韓貿易や農産物

貿易のためにヨーロッパ人が頻繁に往来していた

既知の土地にあった。ニジェ－Jレ川の河口が大三

角州を形成し，小河川に分岐していたことが，内

陸部を流れる大河のイメージとどうしても結びつ

かなかったのである。

以上，やや長きにわたってニジエール川探検の

歴史について述べてきたのは，この探検の歴史そ

のものが，付）イギリスのナイジエリア植民地獲得

にとって決定的に重要であったからであり，さら

に，同後の植民地統治の形態にまで尾を引く問題

を含んでいるからである。前者の方は，イギリスの

探検隊がニジエール川の河口を発見したことによ

って，イギリスがこの川を戦略的に有利に使ろこ

とができるようになったととを関連している。そ

して後者の方は，当時のイギリスの探検家たちが

ナイジz リアの内陸部に興味の対象を絞っていた

という事実と関係がある。奴隷貿易商人が沿岸部

で活躍していた同じ年代に，探検家たちは内陸部

に足を踏み入れ，そこにあったイスラム諸藩国

(Emirates）を訪れ，その様子をヨーロヴパに伝え

ていた。

2. ナイジエリアの領域確定過程

イギリスの探検隊（隊長リチヤード・ランダー〕

が， 1830年にニヅエール川河口を発見したことは

イギリスのベニン，ピアフラ湾岸地域（現在のナイ

ジェPア沿岸部）進出にとって，重要な一里塚とな

った。 1810年代から：≫.年代にかけて，イギリスの

対西アフリカ進出の基地選定をめぐって，現在の

シェラ・レオーネ，ガーナ，それにナイジエリア

の南方海上にあるフェルナンド・ポー（Fernando

Po）島の主に三つが候補地としてあげられ，議論

がたたかわされていた惟9）。ベユン湾岸での貿易

の将来性に関心を強めつつあった商人たちと，奴
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隷貿易の本格的取締りの必要性を訴えていた人道

主義者の利害が，イギリスのベニン湾岸への進出

で一致し，それを押しすすめていた中でのエジエ

ール川河口の発見であった。

この発見にまっ先に反応したのは商人であっ

た。 1832～33年にかけて， リパプーノレ商人レアー

ド（M.Laird）が推進者となり，ニジェーノレ川沿岸

部の探検を実施した世間。さらに， 1835,36年に

はピークロフト（Beecr叫t）による探検も行なわれ，

ニジ zール川河口部に関する多くの情報がイギリ

スにもたらされた。そして1841年から42年にかけ

て，政府によるエジエール川探検が組織される一

方，フェノレナンド・ポー島にイギリス領事館をお

き，ピークロフトを，ベニン・ピアフラ両地域を

所管とする領事に任命した悦11)。1853年にベニン

湾岸地域所管の領事が新しく任命され，この領事

は，ラゴス駐在となった。イギリスはラゴスの伝

統的首長や，イギリスが後押ししていた健儲首長

などと保護領条約を締結し， 1861年には，ラゴス

を植民地にしてしまった。イギリスによるナイジ

エリアの植民地支配のはじまりである。

商人たちの進出が先行していたユジエール川沿

岸部にも， 1850年代に入って，政府が進出をはじ

めてきた。 1857年にレアードの勧告にしたがい，

アボ（Abo），レアーズ・ポート（Laird'sPort ；現在

のオニッチャ〉，レアーズ・タウン（Laird’S Town; 

ニジエール川とベヌエ川との合流地点の少し下流）の三

つに交易基地を設けた。これは1861年のレアード

の死亡で，彼が設立していた中央アフリヵ会社

(Central African Company）とイギリス政府との聞

の，基地経営に関する契約が破棄されることによ

って，自動的に廃止された。しかしレアーズ・タウ

ン（Gbebeとも呼ばれる）にいたベーキー（Baikie)

は， 1860年にその地にあった交易基地を対岸の地



に移し，そこにロコジャ（Lokoja）の町を作った。

イギリス政府は，このロコジャの町に1868年まで

領事代理を置いていた。この領事代理は，単なる

突易基地駐在官であり，保護領として管轄すべき

領城をもっていたわけではない。しかし，この領

事代理に任命されていたベーキーは，ロコゾャを

基地にして，近隣諸国の首長，村長たちを，友好条

約を次々と締結した。新しい交易基地の必要性と

フランス商社の進出をおそれたベーキーたちは，

政府に財政的援助を求め，補助金の獲得に成功し

た。しかしこの政府補助会社（Companyof African 

Merchants）の，ニジエール川流域での交易独占を

おそれた，ブリストノレやリパプール，あるいはヲ

ゴスに本拠をおく会社は，その独占を打ち破るべ

くニゾエール川に次々と進出した（注12）。新たな有

力会社の相次ぐ参入で，ニジエール川沿岸部での

交易の競争は激化し，いくつかの会社は倒産し，そ

の他のものは買収されたりした。との激しい競争

に終止符をうつため， 1879年，ゴルディ（Goldie)

の努力によって，有力4社の大同合併が実現し

た。後の王立エジェーノレ会社の前身であるユナイ

テヴ 1,.アフリカン会宇土（UnitedAfrican Company, 

略称U.A. C.）の誕生である。

これと相前後する1878年に，フランス人，スメ

レ伯爵（Comtede Semelle）が，ニジエール川沿岸

部のヌペのヱミール（Emirof Nupe ; l Tmoru）と通

商協定を結ぶことに成功していた。そして，彼は

この地との交易を拡大するために，フランス赤道

アフリカ会社（Com開宮nie fra 

equatoriale）を設立した（注13）。このプランス側の進

出におどろいたゴルディは，政府に対し， U.A.

c.の領事代表部化を訴えた位14）。そうする一方

で，ゴルディは U.A. C.の社員でありながら

188::l年に政府の無給副領事左なったマッキントッ

ナイジz リアの地域問題の史的起源

シ（McIntosh）を使い，ニジエール川沿岸諸地域で，

保護条約締結を進めていた催問。これらの条約締

結の実績を喧伝することによって，イギリスは，

ニジエール川沿岸部を自国の保護領に組み入れる

ことに成功した。 1885年のことである。

イギリスが，ニジエール川沿岸部の保護領化を

宣言して間もなく，今度は，フランス，ドイツ領

とイギリス領との境界を決める交渉がはじまっ

た。これは，現在のナイジエリアの国境線の原形

を決める支渉である。イギリスは， ドイツが主張

する「後背地理論」位16）よりも，実効的支配の方

を重く見る戦術で，自国の植民地領域の拡大をね

らった。そしてこの時，イギリスの戦略上重要な

役割を果たしたのがニジエール川とベヌェ川とで

あった。エジエール川の独占的軍事利用によって，

1897年には，ソコトをめぐるフランス軍との争い

（注17）に勝利をおさめることができたし，また1903

年までに，ヨラ（Yola）近郊のイギリス領の拡張に

も成功した。ナイジエリアの現在の姿が，ニジエ

ールJIIとベヌエ川を骨格にして，東部と西部と北

部が肉付けされた姿になっているのは，このため

である。この意味で「ナイジエリアは，ニジエー

ルJIIの賜物Jと言えるかもしれない。

3. ニジヱーJL川探検とイギリス行政官の「北

部好みJの関係

ニジエール川探検の歴史と，イギリス人行政官

の北部ナイジエリア重視との関係について次に述

べてみたい（注18）。

第2図に示したのは，イギリス人の対ナイジエ

リアへの進出時期である。

イギリスの奴隷貿易商人たちのピアフラ湾岸，

ベニン湾岸への進出は，16世紀中葉に始まる位19）。

18世紀末にアフリカ協会が設立され，探検が本格

的に始まるまで，これら沿岸部へ往き来していた

同， 
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まず，第1と第2期について考えてみる。探検

隊に参加していた人の数は，奴隷貿易に従事して

いた人の数（注20）とは比較にならないくらい少なか

またその活動年数も限られていた。しかし

ながら，奴隷貿易商人が得た情報の流布範囲が，

った。

せいぜいリパプールの船主か，船主団体に限られ

ていたのに対し，探検家がもたらした情報，すな

人といえば，奴隷貿易商人，奴謝奇乗組員にほぼ

限られていた。 18世紀末に始まり， 1830年のラン

ダーによるユジエーノレ川河口発見までの約40年聞

は，奴隷貿易商人と探検家の両方が活動していた

期間である。後にイギリスのナイジエリア植民地

統治に重要な役割をはたす，行政官，軍人，宣教師

たちの進出は， 1807年の奴隷貿易禁止令の頃から

わち現地からの手紙，帰国後の講演会，報告書の

そのまま政府や，政府に太い

徐々に始まっていたが，本格的になってきたのは

1840年代以降である（第2図〉。 形をとった情報は，したがって，イギ

三つの時期に分け パイプ。をもっているアフリカ協会や後の王立地理

一部は本として出版された

（注21)。そして重要なことは，奴隷商人がもたらし

た情報が， ピアフラ湾岸やベニン湾岸の沿岸地域

に関するものに限られていた世間のに比べ，探検

離がイギリスにもたらした情報は，沿岸部と内陸

部双方に関するものであった。情報の伝達方法の

違いとともに，その質に関しても，両者には大き

な差があった。奴隷商人がもたらした情報といえ

ば，現地の沿岸部奴隷商人や首長に関するもの

（住23）と，奴隷としての価値という観点からみた部

族観といったものにすぎなかった。

学協会に届けられ，

これに対し，

ることが可能である。すなわち，第l期は， 16世

紀中葉から18世紀末までの奴隷貿易商人卓越の時

代であり，第2期は， 18世紀末のアフリカ協会設

立後から1830年代までの，奴隷貿易商人と探検家

の両者が活動していた時期である。そして最後が

1940年代以降の，行政官，軍人，宣教師といった

人々の本格的進出の時期である。

こうした時期区分をした場合，第2期と第3期

が，イギリス行政官の「北部重視j あるいは「北

部好みJといった意識形成に，重要な意味をもっ

ていたことがわかる。

リス人のナイジエリア進出は，

8 



探検家が伝えた情報は，内陸部に教育熱心で自噂

心が強いイスラム教徒が住む秩序立った国がある

というものであった（注24¥

イスラム教以外の土着的宗教を信じている人々

が住む奴隷貿易の土地，南部と，秩序立ったイス

ラム教徒の国がある北部といった対照的な理解の

仕方は他25），第3期に入って，この地域に進出し

てきた，行政官と宣教師にも受け継がれた。

効率的な植民地統治と，安上がりな植民地経営

をめざす行政官にとって，統一的な徴税制度が存

在し，彼らが考える「秩序」に合致する内陸部の

イスラム教の国々山26）は，大いに魅力的であっ

た。地域によって異なる統治形態・徴税機構をも

ち，小国聞の戦争が断え聞なく続いていた南部に

比べると，北部のイスラム諸国は一層魅力的であ

った。さらに，植民地統治のために欠かせない現

地長期滞在という点でも，北部は南部より好まし

い土地だと考えられていた（出7〕。北部は，湿度が

低く，一部には丘稜地位却がある。これに対し，

南部は湿度が高く．密林が生い茂る低地が広がっ

ていた。

宣教師たちが進出当初抱いていたナイジエリア

観は，行政官が抱いていたものと同じであった。

しかしそれは，後に完全に杏定されてしまった。

彼らは，南部の沿岸地方では，行政官と協力，連

携し，時には海軍の力も借りて布教活動を押しす

すめた倍加。しかし，北部では，そのような行政

官との協力，連携はなされなかった。むしろ北部

では，行政官は，キリスト教の布教活動には非協

力的であった。それは行政官たちが，将来の統治

路線を展望したうえで，北部の伝統的支配者層の

温存・利用を決定したからである。キリスト教の

布教は，これら支記者層の政治的基盤を足もとか

ら崩す恐れがあった位制ため，その活動は押さえ

ナイジヱリアの地域問題の史的起源

られなければならなかった。行政官とともに，北

部の人々に高い評価を下していた宣教師たちは，

進まぬ布教のために北部に落胆させられることに

なった。 「知性，人相，物健文化，および文学活

動の点で南部の人より優れているばかりか，中国

人にもまさっており，ハウサ文明は，ヨーロッパ

文明に匹敵するものj惜 31)。であると高い評価を

与えていたハウサ族の人々に，布教の際に冷淡に

あしらわれたのである。彼らの落胆は大きく，そ

れはイスラム教に対する憎しみにまで変わってい

った。

宣教師たちが，北部に対して落胆しているこ

ろ，文明開化のおくれた地域と考えられていた南

部で，布教は成功をみつつあった。行政官は，探

検家や奴隷商人がもたらした内陸部（北部〕と沿岸

部（南部）という 2元的ナイジエリア観を継承して

いった。これに対し宣教師のナイジエリア観は，

南部の「進歩的諸部族の発見」悦32）と北部の頑固

なイスラム教徒に対する落胆，憤慨とで，行政官

のナイジエリア観とは反対のものに変わりつつあ

った。このような状況のもとで，イギリスによる

本格的な植民地支配の幕が聞けられることになっ

た。先に述べた，領域の確定過程は，このように

行政官の「北部好み」がほぼ定着しつつあるころ

に行なわれたものである。

(i主1) Niger の Jli~Hこつ L、て一一ニジヱー川II の

治岸部に住む人々は，その川の呼称にそれぞれの部族

訴で“大i可”を意味する F青葉を使っていた。 Nigerとn乎

ばれるようになったのは， プトレミイが Nigerとか

Nigirと呼んだところからきているとか，アラピック

で需うところの， Neel ii Kibeer (Great Nile）や

Neel ii Abeed (The Nile of the Negroes）からきた

とか言われている。

Mockler-Ferryman, A. F., British Nigeria; a 

Geographical Description of the British Possesions 

Adjarent I<> the Niger River, West Afトica,

9 



London, Cぉ田I& Comp., 1902, p. I. 

Hallett, Robin ed., Records of the African As・ 

sociation 1788-1831, London, Thomas Nelson, 1964, 

p. 95. 

Cl主2〕 18t世紀ヨ一戸ヅパにおけるア 7 リカ像，あ

るいはアフリカに関する情報量については， Curtin,

Philip D., The Image of Africa: British Ideas 

and Action, 1780-1850, Madison, Univ.。fWis-

consin Pr，回s,I部4，の第 l章（pp.3-27）に詳しい。

（性 3) へロ Vト只答，松平千秋訳『照史 Cl:)』

＼＇；波書店 1971年 181ベージ。

(fl: 4〕 Brent,Peter, Rlack Ni'.le; "A1ung，οPark 

and the Search for the Nile, London, Gordon 

Cremon田 i,1977, pp. 11-12. 

(/t5〕 Hallett,op. cit., pp, 13-15. 

（注6) 1'1人兵士45人が同行した大隊であったが，

ニジェーノレ川担）＼、の町パマコ（Bamako）に到着した時

には，すでにその多くは死亡していた。同行の阿家も

死亡し，この時に生き残っていたヨーロソパ人は 6人

にすぎなかった。 ι ジェーノレ川下りをはじめよろとし

ていた1805年11月中旬にはその数はさらに減り，パー

クを合め4人が生存していたにすぎなかった。

M配 kler-Ferrym姐， op.cit., pp, 1()....14. 

（注 7) 1830年の設立時にはロンドン地理学協会

(Geographical Society of London）としてスタートし

たが， 1832年にウィリアム 4世が協会のパトロンにな

るに際 L改称された。ア 7 りカ協会はこれに吸収され

た。 Markham,Clements R., The Fifty years’ 

Work of the Rの，alGeographical Society, Lo町Ion,

John Murray, 1881, pp, 7-32. 

（注 8) ヲ γ ダーは，この発見の功績により，アフ

リカ関係では初めてJ.::ft地理学協会の“RoyalAward” 

を授けられた。 Markham,op. cit., p. 147. 

〈注 9) Curtin，ゆ.cit., pp, 157-162. 

（注10) レアードは，アフリカ内陸商事会社（Afri-

can Inland Commercial Company）を作り，探検を行

なった。これには海軍大尉アレン（WilliamAll阻）も

参加 Lた。 Laird,MacGregor & R. A. K. Oldfield, 

Narrative of an Expedition into the Interぜorof 

Africa, by the River Niger，仇 theSteamvessels 

Quorra and A助 成ahin 1832, 1833, and 1834, 

(in Volum I, II), London, Richard Bentley, 1837. 

〈注11) ピ クロフトは，この時すでにスベインの

10 

総督であったが，この職を兼任のままイギリスの領事

にも就任した。 Newbury, C. W., B門・tish Policy 

towards West Africa; Selected Documents 1786-

1874, Oxford, Clarendon Press, 1965, pp. 384-385. 

（注12) ラゴスのホランド・ジャック会社（Hol-

land Jacques and Company）や商アフリカ会社（West

African Company），それにアレキサンダー・ミラー兄

弟会社（AlexanderMiller Brother & Co.）やジコー

ムズ・ピノック（JamesPinnock）などの有力会社が，

ニジェーノレ川沿岸部に相次いで進出してきた。Pedler,

Frederick, The Lion and the Unicorn in Africa: 

a History of the Origins of the United Africa 

Company 1787-1931, London, Heinemann, 1974, 

p. 115. 

（『主Ia) Flint, John E., Sir George Goldie and 

the Making of Nigeria, London, Oxford Univ. 

Press, 1960, p. 36. 

（注14〕 彼が政府に対して，この件で正式に要請を

出したことはないようである。しかし1881年に，政府

に対しJド公式に打珍したむね，彼は後日終として語っ

てt、ると L、ぅ。 Ibid.,p. 41. 

(it.15) マッキントッシは，副領事に任命される前

に，ナショナル・アフリカン会社（NationalAfrican 

Co.）の名で， 70以上の打長（あるいは「村」長）と，

j画尚協定をむすんでいた。この協定の条文には， 「ナ

ショナノレ・アフリカン会社との関係樹設によって，わ

が悶（首長，「村J長側〉およびわが国民が受ける使紛

を十分に認識し，そのうえでわれわれは，われわれの

全領土をナショナル・アフリカン会社に談り，その行

政権を永久に謙与する」といった一文が書かれてい

るものが多かった。 Great Britain, Parliamen組ry

Papers，“Notes on the Niger Districts and Nな円

Coast Protectorate, 1882-1893，” C, 9372, 1899. 

1884年になって， カメノレーン，オイノレ・リバーおよ

びzジヱール地域を管精地域とする領事官へウ zツト

(Hewett）が派遣されると，彼もまた現地住民との条約

締結を押しすすめた。 Flint,oρ. cit., p. 60. 

（注16) 沿岸部の占拠領域を基礎に，その後背地の

領土分館を行なおうとするものである。 Anene,J. C., 

The International Rouπdaries of Nigeria 1885-

1960: The Framework of an Emergent African 

Nation, London, Longman, 1970, pp. 69『－70.

0U7) 1897年， ソコトのスルタンは，ベヌェ/II治



いのエミールたちに，彼らの領七から E.ll：ニジエール

会社を追放するよう命じる手紙を出した。 Flint,op. 

cit., p. 296. 

（注18) この点について，筆者は「英悶人行政干fの

“北部ナイジエリア好み”の源泉をもとめて一一19世

紀の繍民地化過程のー断面一一ー』（『77り力研究』第

20号 1981年3月 33～52ベージ〕ですでに＋現代をし

ているので，ここではその要胃を述べるにとどめたい。

（技19) イギリス同籍の船が，初めてベニン川に到

達したのは 1553年のことであるとし寸。 Williams, 

Gomer, History of the Liverρool Privateers and 

Letters of Marque with an Account of the Lh•er

pool Slave Trade, London, Frank Cass, 1966, p. 

465_ 

（注20) 1779年にリパプーんからアフりカにむかつ

て出航した船は， 11隻にすぎなかったが， 1798年には

149慢に端えていた。 Hopkins,A. G., An Econmm・「

Histoヴ oflV，円 tAfrica, London, Lon宮man,19n, 

p, 95. 

（注21) 探検家が現地から送った手紙類は，アブリ

カ協会や下.1!.地J!P.学協会に焔けられた。帰国後の報告

会，本のIll販なども犠んであった。たとえばマンゴ・

ミータの場合，帰国後執筆した“Travels in the 

Interior Districts of Africa in 1799”は，ヨーロゾパ

全体にゆきわたったという。 Curtin，＂ゆ. cit., P-144. 

（注22) 治,r郊の情報正いっても，ごく狭い範聞の

ものであった。 15-tH：紀から18依紀にかけて，沿岸部の

汁長たちの白人材｜：斥望号勢は強しヨーロッパ商人l士，

内陸部へ接近することができなかった。治岸部；の住民

たちは，ヨーロッパ商人が内陸国と Ill接取引きするこ

とを樺度に警戒していた。 Dike,K. Onwuka, Trade 

and Politics in the Nige1・ Delta 1830-1885; an 

Introduction to the Ee，側 omicand Political History 

of Nigeria, London, Oxford Univ. Press, 1972, pp. 

6-8. 

沿岸部の現地商人とヨ一戸ヅパ商人との問の実際

の取引状況については， Forde, Daryll ed., Efik 

Traders of Old Calabar, London, Oxford U凶v.

Press, 1956を参照のこと。 ヨーロヅバ商人が，交易

の安全ばかりか生命・財産の保全についても，現地の

商人に依存していたことが明らかにされている。ヨー

ロヅパ人が自ら内陸部に進出できる状況にはなかった

のである。 Ikime,Obaro, The Fall of Nigeria: 

ナイジエリアの地域問題の史的起源

The British Conquest, London, Heinemann, 1977, 

pp. 3-8. 

Ot:23) 奴隷の値段，奴隷商人とのかけひき，おど

しによる取引きの強要などに関する記述が多し、O

Williams, op. cit., pp, 481-489, p. 494，日9-臼0,

55(ト551.

(/124) Mackey, Mercedes, The Indomitable 

Servant, London, 1978. マソゴ・パーク軍事，森本有

郎・広瀬裕子訳『ユジエール探検行』河出書房 1978 

年； Hallett, Robin ed., The Niger Journal of 

Richard and John Lander, London Routledge 

and Kegan Paul, 1965; Kirk-Greene, Anthony, 

“Heinrich Barth ; an Excercise in Em胆 thy，＇’ Africa

and Its Explorers, ed. Rotberg, Robert I., Harvard 

Univ. Press, Cambridge, Mas阻 chusett<,,1970, pp. 

15』 38.

(14:25〕 このよろな見方の例として， ヲγ ダーの旅

行，氾から引用してみよう。

「6JJ 4日金曜日（1830年一筆者〉

おそらく世界で，ヨルバ（Yaπiba）とポルグ（Borgoo)

7)人々ほど，近くにfl：んでいながら風俗・習慣，さ九

には人間性までも大きく違っている人々はいないだろ

号。ヨノレパの人々は，年がら年中，町から町へと交易

を行なっており，ポルグの人々は，戦争か，略奪を日

的とした穣懇の他はn分の町を離れることがない。主

た前脅l士無気力でおく病なのに対L，後者は犬RIJ.かっ

勇敢であり，病気と精力に満ち，軍事遠征に参加して

いる時より幸せな時はないようにみえる。前者は一般

的に汚って，温厚で，気取らず控え目で正直である。

が冷淡かつ冷静である。後者は，白書事心があってごう

慢である。号民主ぽれが強すぎて親切さに欠け，賢とす

ぎてIE直になれない。とはいうものの彼らは，愛の本

質と社会愛についてはいくらか理解しているようにみ

える。彼らは，愛着を抱いている人には暖かく，恨み

を抱いている人々には痛烈である。」 Lander,・Richard 

and John, Journal of an Expedition to E中lore

the Course and Terminationザ theNiger; with 

a Narrative of a Voyage down that River to Its 

Termination, in three volumes, London, John 

Murray, 1832, Vol. I., pp. 249-250. 

（注26) 各種の税については， Denham,D., Clap-

perton, H.創idOudney, Narrative of Travels and 

Di.fcoveries in Northern and Central Afトica,

II 



Boston, Cummings Hilliard, 1826の前半部の p.117 

およが後半部のpp.26-104を参照。政治機僚の記述と

しては， Hallett，ψ.cit., pp. 62, 105, 120, 1油．

（注27) 7 ンコ・パークは，乾燥した風が健康にょ

いと述べている。さらに「この乾燥した風は，たがの

ゆるんだ同体をひ芳しめるのである。気分は爽快にむ

り，呼吸するのが気持ちよし、。日目…」とも；,13べている

（マ γゴ・ハーク 前掲菩l246ベージ〕。

（注28) めるえ教師団の団長は， 「すべての’式教向11

It，イロ I） ンとニジエール川首）＼、の νョンガの間にあ

る高地に引きさがる」ょう勧告している 0 fi:陸地は健康

にょいと考えられていた（Ay田idele,E. A., Nigerian 

Histori，・・alStudies, London, Frank Cass, 1979, p. 

140）。

(11:29) Ikime, op. cit., pp.8-10; Nwahara,S. N., 

lboland: ;¥ Centu1・y of Contact with Rritain, 

1860-1960, Lonclon, Hodder and Stoughton, 1977, 

pp, 48-49. 

（花30) W教師たちが， 「神の御前にて， l守人も ！！.＼

人も平等であるj と説教することも，行政宵にとって

は都合の思いことであった。こうした伝道前動に対す

る非協力，妨得により，北部では南部にltベ，布教が

符しく i湿jlた。 1914年に，北部にあった教会の数は，

わずか42, ミソシロノ系学校に通学していた生徒数は

約650人にすぎなかった。同じ年，脳部の一地Iにイ

ジιプ・オデ（Ijebu・Ode）地I玄だけで116の教会があり，

同じく南部のアベオクタという町にある Eヅンョン系

の学校6こは 4αM白人の’'.I=.ti：がL、たという。 Ayandele, 

op. cit., pp. 159-160. 

（泊：31) Ibid., p. 139. 

（討：32) 「イポ族は，ニジヱール川下流部の住民の

中では，疑いもなく於も重要な部族である。米関人で

あるが，イボ肢はそう砂！な人たちである。JMockler-

Ferryman, A. F., Up the Niger; Na1・rative of 

Major Claude MacDonald’s Mission to the Niger 

and Benue Rivers, West Africa, London, George 

Philip & Son, 1892, p. 82. 

E 植民地支配前のナイジエリア

ナイジエリアの国境線は，可能な限り広大な領

域を確保したいとする政治的野心と，それに必要

I2 

な経費はできる限り節約したいとする経済上の制

約のパランスのうえで決められた。ナイジエリア

の多くの地域は，イギリスによる実質的支配を経

験することなく植民地領に取り込まれてしまっ

た。このような国境線確定過程で重要な役割を果

たしたのが，ユジェーノレ川とベヌエ川であった。

イギリスは，この両河川を戦略的に有利に使うこ

とによって，現在のナイジエリアの領域確保に成

功したのである。

ニジエールJI（とベヌヱ川は，ナイジエリア領内

では，政治的境界帯になっていた。両河川の沿岸

部の人口密度は低く仇n，また両河川をまたいで

版図を広げた王国もきわめてまれであった位2)0 

地域を分け隔てる地理的基礎であった川が，地域

を一つの国にとりまとめる統合の基礎になったと

いうことである。これは逆説である。ナイジエリ

アは，この逆説から出発することになった。

国境線の確定とともにイギリスが取り組まなけ

ればならなかった問題は，統治機構の再編・整備

であった。イギリスは1899年に，王立ニジエール

会社に与えていた特許状を廃止し併3），翌年の

1倒的年より，政府自らナイジエリア統治に乗り出

した。統治・徴税機構の再編・整備にあたっても，

u、かに効率よく統治するかが，植民地政府の最大

関心事であった。探検家から初期行政官へと受け

継がれてきた「北部重視J，「北部好みJが，実際

の政策の中で具体化される段階に入る。

具体的に，イギリスによる統治機構や徴税機構

整備の実態分析を行なう場合，次の 3点に留意す

る必要がある。それは，

(1) イギリス行政官が，本格的に統治に乗り出す

以前の現地社会は，どのような統治・徴税機構

をもっていたのか，

（ロ） そのような現地社会の実態を，イギリス行政



官は，どのように見ていたのか，

付 そして結果的に，どのような方法で機構整備

に乗り出したのか，

の3点である。こうしてみた場合，先に述べてき

た，イギリス行政官による「北部重視J，「北部好

みJの問題や，効率よい統治を求めるイギリス本

国の要請は，次のように整理できる。すなわち，

イギリス行政官による「北部重視j，「北部好みj

は，彼らが現地社会を見る眼に偏向を与えたであ

ろう。また効率のよい統治という要請は，付の段

階で具体的な形となってあらわれたであろう。

以下では，可能な限り川（ロ！”の 3，？.（を区別して

述べてみたい。しかしながら，現在，研究が進展

しつつあるとはいえ，いまだにLイ）の植民地化以前

の現地社会像は，（吋の行政官が見た現地社会像か

ら完全に解き放たれてし、るわけではない。特に北

部ナイジエリアの場合はそうである。このため，

（イ）と（ロ）を明確に区別できないことが多い。したが

って，以下の記述では， lイ）（ロ）の点について先に述

べ，次に付につし、て述べることにする。

1. 南部ナイジエリア

南部ナイジエリアが，イギリスによって，保轍

領およひ’植民地に組み入れられる1900年以前の，

現地社会の政治機構について，現在判明している

限り明らかにしてみたい。

きわめて大雑把に分ければ，南部ナイジエリア

には，ニジエール川の西側（西部）に存在したベニ

ン王国（BeninKingdom）と一部のヨyレバ（Yoruba)

諸国にみられた中央集権的封建国家と，東側（東

部）に広範にみられた，集権化された権威，行政

機構，司法制度をもたない社会，いわゆる分節国

家社会とが存在していた。前者は，さらに中央集

権化の程度により，ベニン王国とヨノレパ諸国とに

分けられ，後者も，中央集権化のきわめて弱い社

ナイジヱリアの地紙問題の史的起源

会と，領域的には小さいながらも権力の集中がみ

られる沿岸部のハウス制度社会とのこつに分けら

れる。ニジエール川を境にして南部ナイジエリア

乞西部と東部とに分けた場合，この両地域の現

地社会の政治機構には，きわめて大きな違いがあ

ったということである。

(1）西部ナイジエリア

(i) ベニン王国

ベニン王国内の各村には，世襲制の村長（onogie)

か非世襲制の村長（χli5were）がいる。村長は，長

老（edi5）たちと村会を聞き，裁判や，貢納金，共

同作業，祭礼，儀式などに関する決定を行なった

（第3図）。ヤくつかの村が集まって首長領を作る

こともあり，この場合， 1人の首長（onogie）がい

て，彼がベニンの王（：＞ba）に対して，貢納物の徴

収，賦役の供出の責務を負っていた。

王が住む首都ベニンは，町の真ん中を走る一本

の道を境界線にして，二つの地区に分けられてい

た。一方はオグベ（Ogbe）と呼ばれ朝廷や宮殿，そ

れに裁判所などがあれ他方はオレンオクスワ

(Oren’コxwa）と呼ばれ，いろいろな職業の人たち

がギルドを作り職人町を作って住んでいた世4）。

各職人町ごとに首長（edi5wereあるいは ikao）がお

り，その首長は廷臣をとおして，王と接触していた。

政治の中枢部には，王の他に，自領地をもっ世

襲的貴族（Uzama）や，職人町に住む首長たち，そ

して宮殿に住む朝廷役人たちがいた。宮殿は三つ

の廷箆グループ（palaceassociation）に分けられ，

ベニン王国の成人男性は稚でも，この三つのグル

ープのどれか一つに所属する権利をもっていた。

年貢貢納は年2回行なわれ，この他宮殿の建設，

補修のための賦役が，必要に応じ農民に課せられ

た日5）。首都に住む首長たち（edi:'>were）には，祭

儀用の供え物の供出が命じられた。さらに王は，

13 



第3図ベニン王国の統治機構

ベニシ・ンチ 4

一一一一一

年2回の年貢の他に，特別徴税のため，宮殿の徴

税宮を独自に派遣することもあった。物納年貢と

賦役の他に，王の重要な経済的基盤となっていた

ものに，通行税収入（toll）と， 称号認証料収入が

あった。戦争で獲得した奴隷は原則的にはすべて

王のものであったが，実際には従軍した兵士や家

臣に分け与えられることが多かった。

年貢貢納の単位として，ベニン王国は多くの進

貢地にわけられていた。それらの進貢地は場所に

より，村，し、くつかの村の集まり，首長領などか

ら成っていた。各進貢地は，王一都ベニン・シティ

(Benin-City）に住む徴税代理人の支配下にあっ

た。徴税代理人とは，町に住む首長や，貴族それ

に軍人たちであった。彼らは，自らの進貢地を定

期的に訪問することは禁止されており，進貢地に

は自分たちの家臣を派遣していた岨6）。

イシャム（Isham）やイソコ (lsoko）などのベニン

王国の辺境地域においては，首長（onogie）が首長

領の長老会識を代表しており，その中には，就任

にあたってベニンの王の承認、を得る者もいた。イ

シャムの場合，ベニン・シティに，徴税人であり

14 
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かつ朝廷への取り次ぎ役でもある首長をおき，戦

時には，兵士の供出も行なった惟7)。

このようにベニン王国ではイギリスによる植民

地化前にすでに中央集権的な統治・徴税機構が整

っていた。ベニン湾岸に，強力なベニン王国が存

在するということは，奴隷貿易時代からすでにヨ

ーロッパ人に広く知れわたっていた。しかしなが

ら，ベニン王国が長らく鎖国をしていたことと，

開閣をせまるためベニン・シティにむかった代

理総領事フィリップ。ス（Phillips）一行が殺害される

(1897年〉ことによって，イギリスによるベニン王

国の統治は，予想外の展開をみた。イギリスは，

フィリップス一行が，ベニンの首長たちによって

殺害されたことに報復するため，軍隊を送った

（注8）。圧倒的な軍事力でベニン・シティを占領

した（注9）イギリスは，当時の主オボンラムウェン

(Ov9nramw牢n）の王権廃止と，カラパー（Calahar)

への永久追放を行なった。そしてこのかわりにイ

ギリスが導入したのは，領事の任命による任命首

長（W釘 rantChie:s）制日10）であった。任命首長制

は，後に述べる東部ナイジエリアで広く採用され



ナイジエリアの地以問題の史的起源

M4図オヨの統治機織

廷'ft.宣官

オヨ・メシ

( 8人の首長）

た制度であるが，これは，中央集権的政治組織が

整っていない地域に対して適用された制度であ

る。すなわち，ベニン王国は， 「東部ナイジエリ

ア並み」の統治制度の適用を受けたということに

なる。慣習法や伝統は残存が認められていたが，

王を頂点としたベニンの政治組織は，王の廃位と

追放で劇的な変化を譲ることになった。

(ii) ヨノレパ諸王国

ベニン王国が，イギリスの進出直前まで王のも

とに中央集権的政治組織を維持していたのに比

べ， ヨノレパ族のオヨ帝国（OyoEmpire）は， 18世紀

末から19世紀初頭にかけて小王国に分解してしま

っていた。この原因については，オヨ帝国内の権

力抗争説や，経済要因説，それに特にジハッド運

動 (Jihad：イスラム教徒による聖戦）による外部要因

説などがあり必ずしもはっきりしない借11)。現在

のところ，内部の権力抗争が直接的崩壊原因であ

り，これにイロリンを基地とするイスラム教宣教

師アリミ（Alimi）のジハッド運動が決定的な一撃

さと加えたという説が有力なようである世間。オヨ

の王（アラフ fン， Alafin）とイロリン (Ilorin）の領主

（アフォンジャ， Afonja：本来はアラフィンに仕える地

方の軍政長官であった）の聞に始まり，後にこのア

フォンジャをしりぞけてイロリンの実権を握った

廷官．富官

アリミとの聞でくりひろげられた戦争が，ヨルパ

戦争の始まりであり，オヨ帝国の崩壊の始まりで

あった。

オヨ帝国が崩嬢する前は，ベニン王国と比べ，

中央集権体制が弱体であったとはいえ，ベニンの

君主制に似た体制をとっていた惟13)（第4図）。首

都オヨ（本稿で言うオヨとは，現在のオヨの町の北方

約160キロメートルのところにあった旧オヨ〔OldOyo〕

のことである〉には，神聖な王アラフィンがおり，

パショルン（Ba約run）を筆頭とする 8人の上級首

長層（オヨ・メシ，。YQID田 i）が彼を補佐していた。

このオヨ・メシは，アラフィンのアドパイザーで

あり，法律の制定，外支，戦争についても彼に対

し意見を述べこれを補佐していた。そればかり

か，アラフィンの擁立，退位の決定権も持ってい

た。このオヨ・メシの他に，イラリス（Ilaris）と呼

ばれる廷臣や震官，それにいろいろな仕事を世襲

的に受け継いでいる有爵官などがu、て，アラフィ

ンとオヨ・メシが決定した諸政策の執行を受けも

っていた〈注14）。

オヨ以外の地方の町には，アラフィンの皇太子

が王（オパ， oba）を務める王家の町（royaltown）と，

パーレ（bale）が支配する通常の町とがあった。オ

パとパーレは，イグビモ（igbimo）と呼ばれる補佐

Zラ



官や，町会議（ilucouncil）の協力のもとに各地区を

支配していたが，これらの補佐官や町会議は，オ

ヨにおけるオヨ・メシのような強力な力をもって

いなかった。パーレやオパは，町会議の中で議長

を務め，その地域の行政，司法を司っていた。特

にオパは，自らの宮殿をもち廷臣（Haris）をもつこ

とが許されていた世間。

オヨ帝国が，ベニン王国に比べて権力の中央集

中化が弱かったことは，その経済的基盤をみれば

明らかである。オヨは，地方の町々に対して重い

税を課すことはなく，オヨが地方の町々に求めて

いたのは，祭礼（ベレ祭り， Bt;r~）の時の屋根島：き

用の茅の供出と，アラブィンへの贈り物が主たる

ものであった。いかなる形の金納も人頭税もなか

った（口16）。ただ例外的に，戦時には，オヨは地方

の町々に対して，兵隊，食糧，武器の提供を要求

した。

通信手段が十分でなく，アラブインが地方に足

繁く出かけるということが不可能であった18～19

世紀において，このように地方のオヨに対する貢

納義務が弱かったことは，地方の町の，オヨから

の独立性を強めた。イギリス行政官が，ダオメー

への進出を考えているフランスに対抗して，ヨル

パランドへの進出を考えていた 1880～90年代に

は，先にも述べたとおり，オヨ帝国は崩壊してい

た。オヨにかわり勢力を拡大していたのは，強力

な軍事力をもっイパダン（Ibadan）であり（注17〕，こ

の町は当時， エク’パ（Egba）やエキティパラポ

(EkitiparaPQ）と戦争状態にあった。オヨはこのイ

バダンとエキティパラポとを同盟させ，当時オヨ

と対立していたイロリンに対抗させようと画策し

ていた。この頃オヨに忠誠を誓っていたのは，オ

ヨ北部のイゲボホ（lgboho），サキ（Saki）なEの町

とエグパド（l;:gbado）の地域にすぎなかった。事

16 

第5図 イパダンの統治機構
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態はきわめて流動的であった惟18）。

それでは当時， 113オヨ帝国内でほとんど独立的

同家を形成していたヨルパ諸国の実態はどうであ

ったのかみてみよう。

(iii) イパダン（第5図）

イパダンの町は，イフェ（He｝，エグパ（Egba),

イジェブ（ljebu）等の土地を逃れてきた避難民と戦

士たちによって， 1830年に作られた惟19〕。イパダ

ンには世襲的君主はいなかった。イパダンの統治

機構を改組したのはオルヨレ（Oluyole）である。彼

は自らパショルン（Bai:;Qrun）の称号位20）を名のり，

その下に三つの統治機構を作った。それらは，（1)

イパダンの政治を司るパーレ（凶e）を長とする首

長グループ，（ロ）強力な軍人から成るパログン

(balogun）のグルーヅ，川そしてパログンの下位

に位置づけられるセリキ（seriki）を長とする若手

戦士将校のグルーフ。の三つである。パーレ，パロ

グン，セリキはすべて非世襲制である。また各グ

ノレーフ。の首長たちは，各村民によって選出された

モガジ（mogaji）の中から選出された。

通行税の徴収は，各首長が行ない，パーレはそ

れに対しては，何の権利も持っていなかった。ま

た戦争によって獲得した占領地の支配も，首長が



任命したアジ.：.tレ（ajele）に委されてし、た。イパダ

ンの首長から任命されたアジ工レは，その首長に

対して，占領地の平和維持，紛争事項の報告，貢

納の義務を負っていたが，彼は，パーレや首長会

議に対しては何の責任も負っていなかった。首長

が死亡した場合，この占領地の領主権はそガジに

移転し，また，首長がパーレや他の首長たちに対

して反旗をひるがえしたり不従順であった場合

に，パーレがその領主権を取りあげることはあっ

たが，それ以外の場合は，特定の首長とアジェレ

の関係は，他の介入を許さないほど強いものであ

った。アジェレと首長が，彼らの領地から徴した

貢納物に対しても，パーレは何も要求することが

できなかった(1¥:21)。

イパダンの町も，非世襲的首長が支配する多く

の行政単位に分けられていた。イパダンでは，交

易と戦争，それに占領地からの収入がすべてこれ

らの首長たちのもとに集められ，その首長たちを

とおして，そのグループ全員のものとなった。イ

パダンには，パショ yレンやノ〈ーレ，あるいはパロ

グンのもとに権力が集中するための経済的基盤が

整っていなかったと言える位22¥

(iv) イロリン（第6図）

ヨルバ諸国の植民地化前の統治機構について述

べる際に，ヨノレパランドの北辺に位置するイロリ

ンの町は，他の諸都市と区別して扱わなければな

らない。イロリンの町がヨノレパの都市であるにも

かかわらず，イスラム教の影響を強く受けたから

である。オヨの王アラフィンの血を引くと言われ

ているイロリンの領主アフォンジャが，ジハッド

運動を行なうアリミとその子孫たちによって滅ぼ

されたのがそもそもの始まりであった世幻）。

ジハッド運動によってイロリンの町の権力掌握

に成功したアリミー旗は，自らイロリンのエミー

ナイジエリアの地域問題の史的起源

第6図 イロリンの統治機構
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yレとなることによって，この町の統治に乗りだし

た。しかしながら，イロリンのエミールの権力基

盤は，北部のイスラム教圏でみられるそれに比べ

はなはだ弱体であった。

エミーyレの下には，彼を補佐するための 4人の

パログンと，そのパログンの下で軍事と内政を執

行するマガジ（m.agaji）がいて，実質的な政治権力

は，これらのパログンとマガジが持っていた。エ

ミールの奴隷であり，エミールの自領地の管理，

徴税の任をまかされているアジア（ajia）ですら，

時として徴税代理人の地位を利用して，エミーyレ

の経済的基盤の切りくづしを行なっていたという

（注24)

イロリンの統治機構は，他のヨルパ諸国のそれ

と実質的には異なっていたとは言えない。しかし

ながら，土地所有に関わる用語は，北部のイスラ

ム諸国におけると同様なハウサ語が使用されてい

たために， 20世紀に入ってこの地を訪れたイギリ

ス人行政官は，この町の土地保有制度を誤って理

解してしまった。彼は，イロリンの土地保有制度

を，実際以上に，北部ナイジエリアのイスラム藩

[7 
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国（Emirate）のそれに近いものと考え，逆にヨfレ

パの諸国のそれとはかけたなれていると考えたの

である位加。同様の誤解は，イロリン占領後のイ

ギリスの統治方針にもみられた。

1897年にイロリンを占領したイギリスは，当時

強い実権を持ってし、たパログンを追放し，ヱミー

Jレの強化に努めた。しかしそれが効を奏すまでに

は，時聞がかかった。 4人のパログンのうちブ

ラニ族の代表であるところのパログン・フラニ

(Balogun Fulani）とヱミールとの両方で，イロリ

ンの町の住民の5分の lしか支配していなかった

のである。残り 5分の4は，ヨノレパ族のパログン

2人（BalogunAjikobiとBalogunAlanamu）が 5分

の3を支配し，ハウサ族を支持基盤とするパログ

ン1人（BalogunGambari）が5分の 1の住民を支配

していた（注お）。このような実態を無視してイギリ

スがエミールの権力強化策をとったのは，北部に

おけるイスラム藩固との接触の経験があったから

であろう。この点は，後でもう一度ふれるが，イ

ギリス行政官による，イスラム藩国重視といった

問題が含まれているようである。

12）東部ナイジエリア

東部ナイジエリアでは， 「村」（villagecom-

muniti叫が，政治的に独立し，経済的に自立した

単位となっている地域が多かった。イポ（Ibo）族の

18 

場合，「村Jは通常，共通の祖先をもっ人々（Umu-nna

と呼ばれる）によって形成されており，血縁関係が

「村j形式の基礎になっていたW,27）。とは言うも

のの， f村jの創始者と何ら血縁的関係のない家

の人々も，よそ者としてではあったが I村Jの中

に住むことができた。

このように，政治的，経済的に他から独立した

「村」は，通常人口氏削～ 1万5000人程度の規模

であり，それは，人口数百人から数千人の規模の

小村（ogbe)C注28）がニつ～九つ集まったものであ

るという（第7図〉。「村」も小村も，散居村の形態

をとることが多く，各家々は，狭く曲がり〈ねっ

た道で結ぼれている（注29¥

1921年にタノレポット（Talbot）が中心になり，人

口調査と平行して社会人類学的調査が行なわれた

が，この時点でもなお，東部ナイジエリアのイボ

族や，イピピオ(Ibibio）族等のセミ・パンツー系の

部族などでは，各“村”（Talbotは，町［towm］という

用語を用いているが，ここではエグブオヌ［Egbuonu]

にならって「村」とする〉が独立していることが多

いことが明らかにされている惜30）。これらの「村」

の「村」長選出の方法は，世襲的なものも非世襲的

なものもある。ベニン王国やヨルパ諸国の権力構

造と大きく異なる特徴点といえば，「村」長に宗教

的呪術者（jujupriest）が比較的多いという点と，玉



（ベニιの寸パ，オヨ ！／）／ ラツイ ンなど）や大首長（pa・

ramount chiefs）を頂点とする階級的な政治組織の

発達がみられないという点であろう。

東部ナイジエリアにも，いま述べたイボ族やセ

ミ・バンツー系部族の一般的農村社会とは異な

り，中央集権化が比較的進んだ「町Jがあった。ピ

アフラ湾岸沿いに立地して，ヨーロッパ人との奴

隷貿易で大いに栄えた「町J，ボニー（Bonny），ニュ

ー・カラパー（NewCalabar），プラス（Brass），オー

ルド・カラパ」（OldCalabar）などがそれである。

これらの「町」では，奴隷貿易と，その後に続く

ノfームオイルの貿易を経済的基盤にして，ハウス

統治（hou田 rule）と呼ばれる独特の統治形態をと

っていた（注31)。

このハウス統治あるいはハウス制度（house

system）と呼ばれているものの起源については，父

系血縁社会の自然発達の結果であるとか，奴隷貿

易に適応する過程でできてきたものであるとか諸

説あるが，その経済的基盤を，ヨーロッパ人商人

との交易においていたことは明らか惟3のである。

たとえばオーノレド・カラノξーとクリーク・タウン

(Creek Town）のニつのエフィク（Efik）族の町では，

ハウスの最長老（etubom）は，白人との吏渉権を独

占し，コメイ（comey）と呼ばれる交易手数料併3.,)

を徴収してし、た。これによって彼は，ハウスのメ

ンバーによる外国貿易を統轄するとともに，ハウ

スの財政をも掌握することができた。最長老は，

ハウス会議（housecouncil）に対してもきわめて強

い権限をもっていたといわれている位制。またオ

－，レド・カラパーやボニーのハウスは，特に「カ

正一・ハウスJ（岨noehou田）と呼ばれることがあ

り，貿易と戦闘を兼ねそなえたカヌーを持ってい

た。このカヌーは，ハウスの長を司令官として，

50人の漕ぎ手と， ドラマー，銃土を載せる大型の

ナイジエリアの地域問題の史的起源

ものである。ヨーロッパ人との交易がハウスの形

成と密接な関係があるようである。

ハウスは，いくつかの家（hou時 hold）の寄合がさ

らにいくつか集まってできたものであり，人口数

百人から1000人以上の規模である。ハウスの長は，

貿易で成功した者や，奴隷や家来を多数所有して

いる者がなった。社会組織の中で，血縁関係が最

も重要な要素となっていた内陸部の「村Jとは違

い，ハウス制度をとっているこれらの「町Jでは，血

縁の重要性は低くなっていた。購入や，奴隷から

の選抜によって，非血縁者をハウスのメンパーに

することも多かった〈注35）。ノ、ッチンソン（T.J. 

Hutchinson）の推計によれば， 1860年ごろの東部ナ

イジエリア沿岸部では，全住民の 3分の 2が奴隷

の生まれ，または奴隷であり，残り 3分の lの人

々によって支配されていたという。奴隷を白人に

売る一方，その売却資金でハウスのメンパーを可

能な限り増やすことが，他のハウスとの勢力争い

に勝ち残る唯一の方法であったのである。優秀な

奴隷は，ハウス制度の中で，富裕者や奴隷所有者，

商人などの信任を得て，特に引き立てられ，中には

ハウスの中の有力者になることさえあった位36）。

このハウス制度は， 1邸0年代に一時イギリス行

政官に利用され温存されたこともあったが，イギ

リス本国における反奴隷制の声と，ハウスの交易

独占を心よく思っていなかったイギリス商人たち

の圧力によって， 1890年代には，イギリスの管理

下におかれるようになった。そして1900年代にな

ると，このハウス制度をきらうyレガー F卿（SirF.

Lugard）らによって，徹底的に破壊されてしまう

ことになるのであるが，その点については，後で

述べる。

2. 北部ナイジヱリア

北部ナイジエリアの植民地前社会は，地域によ

19 



る程度の差はあれ，いわゆる聖戦～ ジハッド運

動（jihadトーの影響を受けている。ジハッド運動

は， 18世紀末に，当時のハウサ族の支配（外来

者のフラニ族に対して，もともとこの地にいたハウサ族

をハーベ（habeJと呼ぶところから，ハウサ族の支配体

制全体をハーベと呼ぶことがある〉に反旗をひるがえ

すことではじまり， 19世紀初顕まで北部ナイジエ

リア全域にわたってくり広げられた一種の宗教革

命である。ジハッド運動は，イスラム教に貝ljった

諸改革をめざしており，それらの諸改革は，道徳

はもとより，政治，法律までにも及ぶものであっ

fこ（注37〕。

ウスマン・ダン・フォディオ（Uthmanclan Foclio) 

が起こした聖戦は，多くの地域でハウサ諸王朝と

戦いこれを倒すことに成功し，それにかわってフ

ラニ族の藩主＝エミーノレを支配の鹿につけること

に成功したほ船。 19世紀末には，聖戦の前線は，

ニジエール川を越え，ヨルパランドまで前進して

いたことはすでにイロリンのところで述べたとお

りである。

聖戦という戦争の性格上位39），占領地の支配者

として任命された最初のエミールは，政治的支配

者というよりも，マッラム（mallam）左いわれる宗

教的指導者であることが多かった世則。しかしな

がら彼らは，ソコトのスルタン（ウスマン・グン・

フォディオ〉の代理人として，地方の軍事指揮官

(Amrr Al・Faish）としての性格ももっていた。

地域によっては，聖戦の担い手をめぐるグルー

ヅ聞の争いが発生し，その勝者がエミールとして

の地位を得た。場合によってはスルタンの仲介に

よヮてエミ－Jレが選出されることもあった位41)0 

各地の政府は，スyレタンがいるソコトの政府をモ

デルlこし，その写しであるはずであったが，各地

の歴史的背景の影響を受け，実際の統治形態は，

20 

きわめて多様であった（凶九またヤウリ（Yauri)

などのように，ソコトとソコトの支配下にあるエ

ミールに対して，ゆるやかな形でしか従属しない

という地域もあった。ヤウリは，ガンドゥ（Gwandu)

のヱミ｝ノレに対し，一定の貢納を行なうだけの，

単なる進貢国としての地位（dhimmi)c注43）にとどま

った。さらにソコトの支配圏に接しながらも，独

立を保持していた地域も多くある。ヤウリの東の

地方では，イギリスが進出してくる19世紀末まで

独立していた地域が多く，この頃にいたってもイ

スラム藩国による征服戦争が続けられていたくら

いであるW:.44）。

しかしながら北部ナイジエリア全体からみれ

ば， 1880年代頃まで，すなわちイギリスによる植

民地侵略が本格化する前までには，ソコトを頂点

とするイスラム藩国に脅威を与えうる敵対勢力は

いなくなっていたといえよう位45)0 この頃みられ

た権力抗争は，エミールの行政機構の中で力をつ

けてきた高級役人間での権力争いや地方のエミー

ルがソコトからの独立，敵対を試みて起こした争

いが主なものであった惟46）。

ソコトのスルタンを頂点とする北部ナイジヱリ

アのエミール体制が，どれほど中央集権的であっ

たかは，議論のあるところである（第8図）。アデ

レイエ（Adel号y牢）などは，ソコトのスfレタン（アデ

レイエはカリフ＝Caliphといった用語を使っているが，

ソコトの場合，イスラム教主＝カリフとイスラム教国君

主＝スルタンとは同一人物である〉が，ザリアのエミ

ールの任命と退位を決定していた点などを事例に

出して，スルタンの権力が，名目上のものではな

く実質的な力をもっていたと主張している山47¥

これと反対の意見を提示しているのは，ヒル（P.

Hill）である。彼女は，北部ナイジエリアに中央集

権的統治・徴税機構が存在したとする考えに疑問



第8図北部ナイジヱリアの統治機構
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を投げかけ，カノの例を出して，政治・行政の中

心である都市に対する農村部の独立性，経済活動

の活発さを強調しているo このヒ yレの指摘は，イ

ギリス行政官による間接統治が，封建的領主層

(hakimai）の権力を強く見すぎている悦48）といった

点と関連しており，これについては後で述べてみ

たい。

19世紀末から20世紀初頭にかけて，北部ナイジ

エリアを訪れたイギリス行政官や軍人は，上に述

べた二つの意見の中では，アデレイエの見方に近

いものであった。それは先に述べたイギリス人行

政官の「北部好み」を構成する重要な柱の一つであ

ったとさえいえる。イギリス人行政官が，北部ナ

イジエリアの支配構造に，中央集権的印象を受け

た理由として，北部ナイジエリアの徴税制度をあ

げなければならないだろう。南部ナイジエリアで

は各小国ごと， 「村」や「町」ごとに異なる制度

のもとで徴税，貢納が行なわれていたのに対し，

北部ナイジエリアでは広い地域にわたって，不完

全ながらも一定の制度に則った貢納が行なわれて

いたか九である。

ナイジヱリアの地域問題の史的起源

エミーIレからソコトのスルタンへは，毎年定期

的に貫納が行なわれていた。1853年，北部ナイジエ

リアを探検中のパルト（Barth）がたまたま出合った

ザリアの貢納物運搬隊の記録によれば，この隊は

ソコトへの貢納物として子安貝 200万個，長上衣

用綿布500枚，馬30頭を運搬していたという。1900

年にカノからソコトへ送られた貢納物に関するジ

エカダ (Jekada）という人の記録によれば，貫納物

は良馬100頭であったという。このうち60頭には，

すばらしいガウンや衣服が荷わされていたという

位制。これらの貢納物はカラジ（kharaj）とかジズ

ヤ（jizya）と呼ばれる人頭税（特に非イスラム教徒に

対する〉として徴税されたものである惟50〕。

定期的責納の他には，イスラム法にのっとった

ザカット（Zakatまたは Zakka）や，戦利品の5分の

l上納（khums），ヱミーノレへの就任の時にソコトに

贈る贈り物クルデ、イン・サラウタ（kurdinsarauta), 

それに遺産を相続する時に支払う一種の相続税

(irth）などがある。戦利品の上納（khums）につい

ては，次のような記録がある。カノのムハマッド・

ベロは捕虜として捕えた奴隷500人のうち100人を

ソコトのスルタンに送り， m人をソコトの高官，

たとえばワジール（Wazめたちに送ったという

問 51)0 またクyレヂィン・サラウタに関しては，次

のような記録がある。ドゥステ（Duste）という地方

の長官が，カノのエミーノレであったムハヴマド・

ベロによって退位させられた時，前長官が所有し

ていた戦略物資（馬，万，鉄砲）は次の長官にその

まま引き継がれたが，彼が所有していた80人の奴

隷は，的人が次の長官に，却人はムハッマド・ベ

ロに，そして残り20人はソコト（スルタンに15人，

ワジール・アブドウッラー〔Wazir‘Abdullah）に 5人）

に贈られたという〈注52）。

〔111 ) この地域の人口密度が低い原因として，奴
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芸家貿易をあげる人がいる。サハラ越え交易の時代は北

の閑々の，そして犬西洋奴隷貿易の時代は南の閑々の

奴隷狩り地域となっていたためである。 Udo,R. K., 

A Comprehensive Geography of West Africa, 

Ibadan, Heinemann Educational Books, 1978, p. 40; 

イロエジェ脊，能登志雄訳『ナイジエリアーーそのl司

土と人々』 帝国脅院 1980年 15ページ。

（注2) ユジェーノレ川の上流地域では，かつてのソ

ンガイ帝国やマリ王国のように，ニジェーノレJ/1を中心

にして版図を広げた国が多い。しかし，現夜のナイジ

エリア領内の地域では，エジェーノレ川を越えて版闘を

拡大した国ぽ少なし、。 18世紀のヌベ王国， 19世紀のジ

ハッド運動あたりがわずかにあげられる例である。

(it:3) 政府は，王立ニジェーノレ会社に，総額86万

日ぬ0ポンドに及ぶ補償を行なった。その中の主なもの

は，株の買いあげのための26万2500ポンド（ 5%の利

子を含む〕，営業権，土地幸IJ用権，鉱業権に対する補

償15万ポンド，過去の領土拡大，開発費用の補償30Jj

ポント＼そして建物，商店，蒸汽船の買上げのための

11万5000ポンドであった。 Great Britain, Parlia-

mentary Paper, op. cit. (C. 9372), p. 4; G飽 ry,W. 

N. M., Nigeria under British Rule, London, Frank 

Cass, 1965, p. 205. 

（注4) 二つの地区はさらに40以上の小区（wards)

にわけられている。これらの小lζは，鍛治屋， j支職人，

木彫り職人，象牙彫り殺人，つづれ織り職人， ドラム

作り，猟師，レオパード飼育係，牧夫，大工といった

専門家の居住区であった。この他に司祭，医者，占者，

語りべなどがすむ小区もあった。 Bradbury, R. E., 

The Benin Kingdm叩 andthe Eda-Speaking Peoples 

of South・ West，白 官 Nigeria,London, International 

African Institute, 1957, p. 34. 

（注5) Ibid., p. 41. 

〈注6) Ibid., pp. 42→43. 

〈注7) イシャムについてはIbid.,pp. 67-76。イソ

コについては， Ibid.,pp. 127, 144-145を参照。

〈注8) Great Britain, Parliamentary Papers, 

“Papers Relating to the Massacre of British O伍cials

near Benin" (C. 8440). 

（出 9) 1897年2月17日にベニン・シティを占領し

たイギリス総領事ムーア（R.D. R. Moor）は， 3月

には原住民評議会（NativeCouncil）の設立を考えてい

た。 「現在まで，虐殺に関与した首長のうち，誰 1人

2 2  

として，財産を失ったこと以外に罰を受けていないよ

うだ。しかも彼らは疑いもなく，首長や人のうえに立

つ支配者としての地位にとどまることを望んでいるよ

うだ。できるだけすみやかに，国政を扱う，政府監督

ドの原｛i：民都議会がflられるべきであろう。」 Ibicl.

(C. 8440), pp. 57-58. 

（注10) 最初に任命された首長は， 11人（Osague,

Imaran, Osodin, Ehi9ba, Uwangue, Ay9bahan, 

Qba平eki,Ihaza, Eh9nd9, Osulaそして Qbahiagb9n)

であった。後に，追放されたオボンラムウェン王の子供

(Aigu9hasimwinとUsuanlele）を令む数人が追加され

た。かつて壬のお気に入りの家来であったアゴー

(Agho）前長は，後に原住民評議会の常任副議長とな

った。ま f二五の子供の 1人（Aigu9basimwin）は， 1914

＇＂・ 1月にオポンヲムウェン：l：が追放先のオーノレド・プJ

ヲパーで死亡した後，ベニ γの壬位（EwekaII）に就い

た。 Egharevba,Jacob, A Short History of Benin, 

4th ed., Ibadan, Ibadan Univ. Press, 1968, pp. 59-

60. 

（花11) ヨルハ戦争の原闘を一つの要因で説明する

ことは不可能である。かつては経済的要肉説，すなわ

ち奴泳貿易から農産物貿易への変化が戦争の原因とす

る説が強かった（Burns,Alan, Histoヴ ofNigeria, 

7th ed., London, G朗 rgeAllen and Unwin, 1972, 

pp. 135-139）。 しかし現：（1:では，経済的要因に加え，

北部イスヲム勢力の南下の影響専をあげるもの（Smi白，

Robert, Kingdoms of the Yoruba, London, Mu-

thuen, 1969, pp. 136-139）や，さらに，オヨ帝国内の

支配機迭の中にオヨ帝国崩壊， ヨノレパ戦争勃発の契機

をみる説が有力である。

Ajayi, J. F. Ade and R. Smith, Yoruba Warfare 

in the Nineteenth Century, 2nd ed., Ibadan, Ibadan 

Univ. Press, 1971; Ajayi, J. F. A.，“The Aftermath 

of the Fall of Old Oyo，” in History of West 

Africa, eds by J. F. A. Ajayi, and M. Crowder, 

London, Longman, 1974, pp. 129-166. 

（注12) Atanda, J. A., The New Qyq Emρire: 

Indirect Rule and Change in Western Nigeria 

1894-1934, London, Longman, 1973, pp. 28-36. 

（注13〕 オヨ帝国とベニン壬固とは，言語・文化が

明らかに異なり，君主制も異なった方向へ発展してき

たが，王家の伝説上の始組と，祖先の地は同じだとされ

ている。ベニン壬闘の初代の烹（Qranmiyan）は，オヨ



帝国の王家の始組（Oduduwa）の子供だとされている。

イフェが祖先の地だと考えられている。 Egharevba,

op. cit., pp.1-7. Ajayi, J. F. A.，“The Aftennath ... 

…” p. 135. 

(11:14) Johnson, Samuel, The History of the 

Yorubas from the Earliest Times to the Beginning 

of the B門・tishProtectorate, Lagos, C. S. S. Book-

shops, 1921 (Reprinted in 1976), pp. 60-63 （イラリ

スについて）， pp. 70-72 Cオヨ・メシについて〉，

Lloyd, P. C., The Political Development of Yo叩 ba

Kingdoms in the Eighteenth and Nineteenth 

Centuries, London, Royal Anthropological Institute 

of Gr伺 tBritain and Ireland, 1971, pp. 9-15. 

(/1:15) A加 1da，ψ.cit., pp. 22-24. 

(/t:16) Ibid., p, 27. 

(/l:17) 191吐紀末には，オヨはn時の勢力を失い，

これにかわってイパダンが勢力を拡張しつつあっ止。

1893年にイギリスがイパダンと協定を結んだ!Ur，イギ

リスはイパダンに対して， ヨノレメランドの行政中心地

の役割を担わせることにした。オヨの 1：アラフイン

は， 担ルパラン V全体のて円であるこ杢はi認められてい

たが， もはや行政の中心的存夜にとどまるだけの力は

もっていなかった。 Johnson,op. cit., p. 654. 

(11:18) Atanda，何人 .-it.,pp. 42-4:¥. 

(it:19〕 Berry, Sara S., Cocoa, Cust，側， and

Socio-Economic Change in Rural Western Nige・ 

ria, Oxford, Clarendon Pr由人 1975,pp. 16-17; 

Mabogunje, Akin L., Urbanization in Nige，旬，

London, Univ. of London Pr田 s,1968, pp. 186-191 

(il:20〕 本来パシヲル：／I士，アラフインによって，

世襲家の中から選ばれた。バ γ ョノレン（Ba号。runは，

9!?<;>runあるいは Iba9!?<;>runの略称〕は， 7人のオ

ヨ・メシの中で筆頭の地位にあり，ぷ t,in裂なオルン

(Orun）祭りを μJ宰する神祇rrでもあっ t.：。したがっ

てイパダンのオールヨレが，白らこの称＼｝を名めるのは

俗称である。このような俗称がまかりとおったほどに，

オヨの没落とイパダンの興隆とが決定的であったので

ある。 Lloyd,op. cit., p. 18; Johnston, op. cit., 

pp. 47-48, 70-72. 

（汁：21) Lloyd, oρ. cit., pp. 20・21.

（注22) Ibid., p. 22. 

(i:l=.23) fロリンのアフォンジャ Lt，オヨのアラフ

インが然を倣ってイフェ領内のアボム（Apomu）を攻

ナイジエリアの地減問題の史的起源

繋したことで，彼と対立することになった。アラフイ

ンと戦争するにあたって彼は，アリミが率いるフラニ

族の軍事カと宗教の力を利用しようとした。アフォ y

vャに招かれたアリミたちは，ヨノレパ帝国内での戦争

を遂行するうちに， しだいに宗教運動（：ンハッド〕の比

置を強めていった。そして還にアフォンジャを殺し，

イロリンの支配権を握った。 Lloyd,op. cit., p. 40; 

Atanda, op. cit., pp. 32-39. 

（注24) Lloyd, op. cit., p. 45. 

（註25) Ibid., p. 43. 

(il:26) Ibid., p. 45. 

（注27) Egbuonu, Ndukwe Ndim, Indirect Rule 

and Its Application in Southern Nigeria; a Study 

仇 theTechniques of British Colonial Administ・ 

ration, Ph D. Thesis, Columbia Univ., 1964 (Un-

published), pp. 147「 148.

〈注28) ここで言う「村」と小村は，タノレポット（Tai・

hot）が宵うところの町（town）と地区（ogbe=quarter)

である。 この townや ogbeの規模も地域によって異

なる。 Ibid.,p. 149. 

0主29) Ibid., p. 153; Johnston, Harry H., The 

Stoヴ ofMy L仇 London,1923, pp. 203『却4.

印：30) Talbot, P. Amaury, The People of 

Southern Nigeria; a Sketch of Their History, 

Ethnology and Languages 四 ithan Abstractザ

the 1921 Census, Vol. III (E也nology),London, 

Fra出 C酪 s,1969 (First published in 1926), pp. 596-

608.また表にまとめたものとして， pp.6仙ー612(Ibo), 

pp. 613-616 (Semi-bantu). 

（注31) Dikeは，これらの「町jを都市国家“City-

State”と呼んでいる。 Dike,K. Onwuka, Trade and 

Politics 仇 theNiger Delta 1830-1885; an Intro・ 

duction to the Economic and Political History of 

Nigeria, London, Oxford Univ. Press, 1972, p. 31. 

（注32) Nair, Kannan K., Politics and Society 

in South Eastern Nigeria 1841司 ・1906;a Study of 

Power, Diplomacy and C仰 imercein Old Calabar, 

London, Frank Cass, 1972, p. 13. 

（注33) たとえば，パームオイル 1トンにつき 2s 

6 cl.の手数料（comey）をとっていた。 Egbuonu,op. 

cit., p. 184. 

（注34) Nair, oρ. cit., p. 13. 

( /J:.35) Hutchinsonの推計によれば， 1860年前後
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の沿J,1郊では，全住民の 3分の 2が奴隷か奴涼の生ま

れであり，彼らは残り 3分の 1の人々によって支配さ

れたという。

奴隷貿易で得た資金を利用して，各ハウスは，人員

の場強に努めた。それがハウス同士の勢力争いに勝ち

残る唯一の方法であった。 Egbuonu, oρ. cit., pp, 

181-183, 185. 

〈注36) Ibid., pp, 186-187. 

（注37) Hogben, S. J., An Introduction to the 

History of the Islamic States of Northern Nige働

ria, Ibadan, Oxford Univ. Press, 1967, p. 55. 

（注38) ジハッドを遂行し，そのあとエ tーノレの肢

に就いた人たちは以下のとおり。

地名 エミーノレの名古lj

Katsina －一一 UmoruDallaji 
Kano - Sulemanu 

Zaria 一一 MallamMusa 
Bornu - Gwoni Muktar 

Hadeija - Sambo 

Adamawa - Mallam Adama 

Gombe - Buba Yero 

Katagum 一一一 MallamIbrahim Zaki 

Nupe - Mallam Danyo 

Illorin 一一一 AbdulAlimu 

Daura - Isiaku 

Kazaure - D阻 Tunku

Bauchi - Yakuhu 

Me田au - Mohamman Manger 

このうち，長後の 1人を除き，すべてフヲユ紋であっ

た。この最後の人も，他部族とはいえ，ダン・ 7ォデ

イオの生徒であった。 Northern Nigeria, Gazetteer 

of Sokoto Province, Comp. by E. J. Arnett, Lon-

don, Waterlow & Son, 1920, pp, 29-30 (in Gazet-

teers of the Northern Pr，即 incesof Nigeria, Vol 

1, London, Frank Cass, 1972). 

（注39）砲戦と言っても戦争にはかわりなし中に

は十モーリ（Samori）の例のように「イスラム法は，

奴隷狩りであるところのジハッドと，新しい税制jの法

律的正当性を導き出すために援用されているにすぎな

し、」といったところもあった。 Trimingham, J. 

Spencer, A History of Islam in West Africa, 

Oxford, Oxford Univ. Press, 1962, p. 193. 

〈注40) Adeli;:yi;:, R. A., Power and Diρlomacy 

in Northern Nigeria 1804-1906; The Sokoto Cali・ 

phate and Its Enemies, London, Longman, 1971, 

p. 55. 
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(/141〕 ムリ（Muri）やカノ，ヌベ等，多くの地域

でフヲニ族の指導者層内での権力争いが起き，ソコト

のスルタンの仲介により，やっとエミール選出を行な

っている。 Ibid.,pp.日－57.

（注42) 地以によっては，ハウサの Madaki，ヌベ

の Ndegi，ポノレヌの Galadima，ヨルパの BalogunとL、

った地位を残 L，ハウサのIll支配者体制ハーベの協力

を得て統治した。 Ibid.,p. 58. 

(H:43) 非イスラム教関であるが，イスラム藩同の

保護fifiになった闘である。 Ibid.,p. xiii. 

C/t44) Ibid., p. 73. 

(/1:45) Ibid., pp. 74-75. 

(IU6) ソコトを頂点とするイスラム落国に対する

敵対勢力はなくなっていたが，イスラム藩国内での反

乱l土断えなかった。フラエ帝国が大きくなりすぎたこ

と，スルタンの統制力が弱まったこと，そして，初)1:Jj

0）ジハソドの思念が欠われてきたのが主な原因であ

る。またソコトのスノレタンが代をかわるごとに権力を

弱めていったことも大きな原肉である。 Johnston, 

H. A. S., The Fulani Empire of Sokoto, London, 

Oxford Univ. Press, 1967, pp. 177←195. 

(il:47) Adeli;:yi;:, op. cit., p. 83. 

(il'.48〕 Hill,P., Population, Prosperity and 

Pov仰・'ly: Rural Kano 1900 and 1970, London, 

Cambridge Univ. Press, 1977, pp, 4-10. 

(il'.49〕 Adeli;:yi;:, op. cit., pp. 85-86. クヲソパト

ンの旅行却の中にも，カノからゾコトグ｝スルタ Yへと

どけられる，贈り物あるいは貢納に関する記述があ

る。 「2月23日（1830年－＇医者），午後 1時，荷を背負

円たらくだ2頭と，乗り換え用の見事なトゥアレグ産

の.ix;1頭をひきつれたモハッマド・ジォリエが私にfr

流した。それんは，カノからスルタンへ，週ごとの贈

り物あるいは貢納として送られるものであるJ。

De泊四n,Dixon, Hugh Clapperton, and Oudney, 

Narrative of Travels and Discoveries iπ Northern 

and Central Africa in the Years 1822, 1823, 1824, 

Boston, Cummings, Hilliard, 1826, p, 51. 

（注50) カラジ（kharaj）とジズヤ (jizya）はともにハ

ウサ語である。ジズヤの万は，イスラム藩国の保護官民

になっているJドイスラム教国（dhimmi）に対する人野［

事tである。

(/l:51) Adeli;:yi;:, oρ. cit., p, 86. 

Cl七52) Ibid., p. 87. 
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